
１ 想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域見直し

○水防法等の一部を改正する法律（H27.2閣議決定、H27.5成立）

浸水想定区域の見直し
（国土交通省資料から抜粋・加筆）

河川整備において基本となる降雨を
前提とした浸水想定区域

想定し得る最大規模の降雨を前提とした浸
水想定区域

○ 現行の洪水に係る浸水想定区域について、河川整備において基本となる降
雨を前提とした区域から、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充
→ 想定し得る最大規模の降雨による洪水に対する避難確保・被害軽減

想定し得る最大規模の降雨：日本を降雨特性が類似する１５の地域に分け、それぞれの
地域において観測された最大の降雨量により設定。
（国管理河川では、大半の河川で年超過確率1/1,000程度の降雨量を上回る）

水防法の改正等について
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２ 洪水時家屋倒壊危険ゾーンの設定

洪水時における屋内安全確保（垂直避難）の適否や、立ち
退き避難（水平避難）のタイミングの判断等に有効な情報
として設定
 避難勧告の対象区域の絞り込みや、住民の避難判断
に活用

洪水氾濫による危険ゾーン 河岸侵食による危険ゾーン

堤防天端から堤内地盤までの比高2m以上

急流河川の彎曲部等、高速流れの氾濫が想
定される個所 等

高敷幅の狭い箇所 等
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洪水にかかる避難勧
告等の発令判断の目
安を、「越水」と「浸透・
侵食」に分けて設定

現行の防災情報では、市
町村長が適切に避難勧
告等の発令を判断するこ
とが困難

実態として住民の避難行
動につながっていない

氾濫危険水位等の見直し

現行では、HWLまでに避難完了できるよう避難勧告の発

令目安となる水位を設定していたが、実際に危険個所が
越水するまでに避難完了できる水位に見直し。
（発令から避難完了までに要する時間（リードタイム）から設定さ
れる水位とHWLのいずれか低い水位で、氾濫危険水位を設定し、
避難勧告等の発令の目安とする。）

（国土交通省資料から抜粋・加筆）

内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（H26.4改訂）による
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現行県基準 国交省基準

＜県管理河川見直し作業中＞
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